
説明資料 
（諮問第 480 号関係） 

・まさば及びごまさば太平洋系群

資料４－２ 
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「別紙２－15 まさば及びごまさば太平洋系群」における留保からの配分方法等の変更に

ついて 

１ 変更の趣旨  

（１）まさば及びごまさば太平洋系群については、令和６年８月から令和７年３月にかけて

開催された３回の資源管理方針に関する検討会において、最新の資源評価に基づき資源

管理の目標案や漁獲シナリオの案等が議論され、資源管理基本方針別紙２－15 の変更の

方向性がとりまとめられた。これを受け、資源管理基本方針別紙２－15 の変更（国の留

保からの配分に関連する規定を除く。）の案が令和７年５月の水産政策審議会第 137 回資

源管理分科会において了承されている。 

（２）また、資源管理方針に関する検討会においては、資源管理基本方針別紙２-15 の国の

留保からの配分に関連する規定に関しても議論され、「留保の割合については、令和７年

４月のＴＡＣ意見交換会にて案を提示すべく、数量明示の大臣管理区分・道県と調整しつ

つ検討を進める。」とされており、４月 22 日に開催されたＴＡＣ意見交換会において、関

係者による調整結果として以下の内容が公表されている。 

① 留保の割合は 35％とする。

② 令和７年度から９年度においては、漁獲割当てによる管理を行う管理区分（大中

型まき網漁業の一部）について、

・ 留保からの配分の対象とする。

・ 当初の配分における、留保の数量を基に算出した数量の上乗せは行わない。

こととし、できる限り留保による柔軟な対応ができるようにする。 

③ 予め資源管理方針に定めたルールに基づく配分（75%ルール）について

・ 数量が明示された各大臣管理区分、道県への留保からの配分は、75%ルールによ

り行う。

・ ただし、管理年度の末日までに留保が不足すると見込まれる場合又は国際交渉

上支障がある場合には、この限りではない。

・ 漁獲割当てによる管理を行う管理区分については、漁獲可能期間の終了時にお

ける留保から配分された数量の未利用分は国の留保へ繰り入れる。

・ 留保からの配分に係る漁獲により、過去３年（令和３～５管理年度）の最大の

漁獲実績を超えて漁獲された数量については、令和９管理年度以降における漁獲

可能量の配分の基礎とされる漁獲実績から除外する。

④ 管理年度後半に留保が不足することを避ける観点から、12 月末日までに留保から

配分する数量の合計の上限は、当初の留保数量の半分とする。

⑤ 留保から配分された数量の多くが未消化となることを防ぐ観点から、数量が明示

された各大臣管理区分、道県に対して、一回あたりに留保から配分する数量は、期

間予測漁獲量とその時点の配分量との差又は当初配分量の半分のうちいずれか小さ

い数量とする。（※留保からの配分を繰り返し行うことは可能）

２ 変更の内容  

上記を踏まえ、別添２のとおり、資源管理基本方針別紙２-15 について所要の変更を行う。 

（以上） 
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